
令和６年4月から施行される「障害者雇用相談援助助成金」の相談援
助事業者認定申請手続に関する説明会を開催します。

障害者雇用相談援助助成金に関する
事業者認定申請説明会

下記URLからお申し込みください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shok

ugyou_shoukai/ennjyo-jyoseikinn.html

※ 会場参加は１法人２人までとさせていただきます。

※ 会場参加は定員に達したところで締め切らせていただきます。

【主催】厚生労働省 東京労働局
【後援】独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構機構東京支部

申込
方法

日 時 令和６年１月１９日（金）
午後２時００分～午後３時３０分（開場:午後１時３０分～）

【集合形式】
東京都千代田区九段南1－2－1
九段第３号合同庁舎１１階

共用４会議室

場 所

対象者 次のいずれかに該当する法人の担当者
（東京都内に法人本部を有するものに限る）
• 障害者の雇用管理に関する援助実績がある法人
• 特例子会社
• もにす認定事業主
• 平成18年度以降に、国及び独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構の障害者雇用優良事業所等表彰や、
都道府県で行う表彰において、都道府県知事表彰など
最も上位の表彰を受けたことがある法人

※事前に次のホームページに掲載されている「障害者相談援助助成金
事業者認定マニュアル」で認定要件をご確認していただき、同マニュ
アル及び申請書類をご持参の上ご来場ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roud
ou/koyou/jigyounushi/page10_00004.html

「障害者雇用相談援助助成金」の概要と相談援助事業者の
認定申請手続について内 容

定 員 ５０人
※定員となり次第、締め切り。


